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東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する
支援事業（案）のお知らせ

【発行人】 東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当
 〒163-8001　東京都新宿区西新宿２-８-１

矢印の方向にゆっくり開封してください。裏面からも同様に左下より開けて、中面を御覧ください

このハガキは本支援金の内容を都議会での議決に先立って事前にご案内するものです。
具体的な申請方法等については、追ってご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

東京都庁内局

料金後納
郵便

支援金概要

１　診療所等賃上げ支援事業

医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に
対して賃上げに必要な経費を支給します。

事業内容

都内に開設している以下の医療機関等が対象です。
①有床診療所・有床助産所
②無床診療所・歯科診療所・無床助産所
③訪問看護ステーション

※健康保険法上の指定を受けているステーションに限る。
④施術所

※療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行って
いる施術所に限る。

⑤歯科技工所
※保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。

（注）病院については、厚生労働省から支給します。

対象施設

交付額

対象施設 交付額

有床診療所
有床助産所

許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円

施術所
歯科技工所

無床診療所
歯科診療所
無床助産所

75,000円／施設

訪問看護ST 228,000円／施設

150,000円／施設

物価高騰に直面する医療機関等に対し、
賃上げ相当・運営に係る経費を補助するための支援金を支給します

本支援金に関するお問い合わせ先
【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】
電話番号：０３－６１６１－１１５０
Email：tokyo-r8bucchin@mediaworkskk.co.jp
受付時間：平日午前９時から午後５時まで
問い合わせフォームも併せてご利用ください（右記ＱＲコードから読取ください→）

※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金に係る問合せ窓口は株式会社メディア
ワークスに委託しています。お手元にこのハガキをご用意のうえ、お問い合わせください。

支援金概要

国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施する
ため、原則として国の実施要綱に基づいて支給を行います。

主な支給要件

①保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申
請時点までに診療報酬を請求した実績があること

②廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
③令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
（現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関
については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースア
ップ評価料を届け出ることを誓約すること）

④令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施する
とともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持
または拡大すること（賃金表や給与規程等の変更に時間を要す
る場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時
金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベー
スアップを実施すること）

（注）特に③のベースアップ評価料の届出について、未届の医療機関等におかれまして
は申請に先立って遺漏なく手続を行う必要がありますので、ご注意ください！

（これ以外に現時点で実施していただく手続きは特段ございません。）

有床助産所・無床助産所・施術所・歯科技工所については、
国の実施要綱を参考に現在要件を検討中です。恐れ入りま
すが、ご案内まで今しばらくお待ちください。

国の実施要綱・交付要綱等は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省：令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html

ベースアップ評価料の届出及び詳細についてのお問合せは、関東信越厚生局
東京事務所へお願いします。（都においては受け付けておりません。）

厚生労働省関東信越厚生局
ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/baseup.html

厚生労働省：ベースアップ評価料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
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開け方 うらがえし

この部分から矢印の方向にゆっくりはがして中をご覧ください。
裏面にもご案内がございます。同様に左下よりはがしてご覧ください。

オモテ

オモテから オモテ・ウラの2回開けてください。

ウラ

ウラから

以下のようなことは絶対にありません。

最新情報については、東京都ホームページをご確認ください。
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin

支援金を装った詐欺にご注意ください

東京都や厚生労働省がATM（現金自動預払機）の操作をお願い
すること

東京都や厚生労働省が支給のために手数料などの振込を求めること

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこと
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支援金概要 よくあるお問合せ

２　診療所等物価支援事業

医療機関等が令和６年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物
価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。

事業内容

都内に開設している以下の医療機関等が対象です。
①有床診療所・有床助産所
②無床診療所・歯科診療所・無床助産所
③施術所
※療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行って
いる施術所に限る。

④歯科技工所
※保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。

（注）病院については、厚生労働省から支給します。
訪問看護ステーションについては、福祉局高齢者施策推進部から支給します。

①保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに
診療報酬を請求した実績があること

②廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

対象施設

交付額

対象施設 交付額

有床診療所
有床助産所

許可病床数×13,000円
※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円 

施術所
歯科技工所

無床診療所
歯科診療所
無床助産所

85,000円／施設

170,000円／施設

主な支給要件

賃上げ支援事業と同様、有床助産所・無床助産所・施術所・歯科技工所に
ついては、現在要件を検討中です。恐れ入りますが、ご案内まで今しばらくお
待ちください。

Ｑ１　具体的な申請スケジュールを教えてほしい。

Ａ３　対象経費が重複しないため、可能です。

Ａ１　４月下旬以降を目途にご案内いたします。６月下旬以降
審査が完了次第、 順次支援金を支給させていただく予定です。

Ｑ２　診療所等賃上げ支援事業又は診療所等物価支援事業の
いずれか一方のみ申請することも可能か。

Ｑ３　本支援金は東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業に
よる支援金と重複して申請することは可能か。

Ａ２　可能です。しかしながら、物価高騰に直面する医療機関
等に対し広範な支援を行うことを目的に事業ですので、できる限
り双方への申請をご検討ください。但し、診療所等賃上げ支援
事業については、原則としてベースアップ評価料の届出が必須と
なりますので、今一度要件をご確認ください。
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